
本部は本日、２０２５年度賃金引き上げ、夏季手当及び諸要求の申し入れに

対する第６回団体交渉を開催し、会社から以下の通り回答がありました。

再申し入れ団体交渉は３月１７日です。

ＪＲ東海労はイカサマ・低額回答を許さず闘います！

ＪＲ東海労ニュース
№２８９３

２０２５年３月１１日
ＪＲ東海労働組合

ベア回答８，０００円
２０２５春闘第６回団交

要求とかけ離れたイカサマ回答、席上再申し入れ

会 社 回 答
１．新賃金

（１）定期昇給の標準乗数は４とする。

（２）３５歳ポイントの基本給を８，０００円引き上げる。

（３）日直・宿直手当を以下のとおり引き上げる。

日直手当：５時間を超える場合７００円、５時間以内の場合４００円

宿直手当：８時間を超える場合７００円、８時間以内の場合４００円

※（１）（２）及び調整手当（Ｂ級地）引上げにより、３５歳ポイントで基

準内賃金は１７，９００円（５．０％）引上げ、その他の「育児・介護・

治療・転勤等に係る制度の見直し」における賃金改善原資（社員平均１，

９００円）を含めて１８，９００円（５．５％）の賃金改善

２．夏季手当

（１）支給月数３．０５箇月分とする。

（２）支給日は６月３０日以降準備でき次第とする。

※日直・宿直手当は医療社員対象です

速 報


